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【本店の所在の場所】 大阪市中央区西心斎橋二丁目１番５号

（日本生命御堂筋八幡町ビル内）

同所は登記上の本店所在地であり、本社業務は下記本社事務所で行っております。

（本社事務所　大阪府泉佐野市住吉町１番地）

【縦覧に供する場所】 不二製油株式会社東京支社
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　 株式会社東京証券取引所

　 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長　清水 洋史は、当社の第86期第１四半期(自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日)の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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